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（１）仮換地指定等の状況 

令和 6年 6月 1日時点 

・仮換地指定進捗率    98.1％ 

・宅地使用開始面積進捗率 92.6％ 

・道路築造延長進捗率   94.9％ 

なお、全ての宅地の仮換地の指定と引渡しについては、今年度

内に完了する予定です。 
 
 

（２）権利者との協議状況 

・令和 5 年度に、全ての移転補償交渉・契約が完了しました。 

※補償協議対象者契約者数  

延べ 4,140 名（事業着手から 35 年間の合計人数） 

・令和 6 年 6 月に、全ての移転補償物件の撤去が完了しました。 

※宅地の引渡しまでの補償については、今年度内に終了する予

定です。 

 

登戸土地区画整理事業等の進捗状況及び今後の取組について 
2 事業の進捗状況について 

多摩区 
総合庁舎 

１号街区公園 

２号街区公園 

A 向ヶ丘遊園北口駅前広場 

B 登戸駅前広場 

事務所移転先 

登戸３丁目 

登戸２丁目 

登戸１丁目 
D 登戸駅前地区 

市街地再開発事業 

C 登戸野川線（小田急線高架下） 

３号街区公園 

項目 累積面積等 進捗率 
（％） 

仮換地指定面積 
（264,088 ㎡） 

258,988 ㎡ 98.1 

建築物等移転棟数 
（1,356 軒） 

1,356 棟 100.0 

宅地使用開始面積 
（264,088 ㎡） 

244,594 ㎡ 92.6 

道路築造延長 
（11,173ｍ） 

11,139ｍ 94.9 （１）向ヶ丘遊園駅北口駅前広場（図 A） 

・工期：令和 4年 10 月～令和 8 年 3 月完了予定 
 
（２）登戸駅前広場（図 B） 

・工期：令和 5年 10 月～令和 8 年 3 月完了予定 
 
（３）登戸野川線（小田急線高架下）（図 C） 

・令和 6 年 9 月頃開通予定 
 
（４）電線共同溝（無電柱化）整備 

・電線共同溝本体の工期：令和 2 年度～令和 7 年 3 月完了予定 

なお、電線事業者による地中入線やその後の仮電柱の抜柱につい

ては、沿道の土地利用状況を踏まえ順次実施します。（令和 8 年

度完了予定）、その後に歩道部などの仕上げ舗装を順次行い、残工

事を終了する予定です。（令和 9 年度完了予定） 
 
（５）３つの街区公園 

・登戸３号街区公園 令和 5年 6 月供用 

・登戸１号街区公園 令和 6年 6 月供用 

・登戸２号街区公園 令和 7 年 7 月頃供用予定 

(Park-PFI 制度活用) 

 

R6.6.1 時点

3 基盤整備関係の主な取組について 

■宅地使用箇所  
■仮換地指定個所  
■道路整備個所  
■電線共同溝  
■町界  

 

凡例 

（１）事業の概要 

登戸地区は、都心部から至近に位置し、昭和 40 年代から急激な人口集中が始まる中

で、急速に市街化が進行したことにより、防災や生活環境に係る大きな課題を抱えてい

ました。これらの課題を解決するため、公共施設の整備による防災性の向上や生活環境

の改善を目的として、昭和 63年より市施行による区画整理事業を進めており、現在、令

和 7 年度の基盤整備完了に向けて事業を推進しております。 

・事業の名称       川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業 

・施行者         川崎市 

・施行面積        約 37.2 ヘクタール 

・総事業費        994 億円 

・事業計画決定日      昭和 63 年 9月 16 日 
 
（２）事業計画変更 

(第 6回)  令和 5年 1月 25 日  

  (第 7 回)  令和 6年 10 月予定（資金計画年度割の変更） 

   (第 8 回)  令和 7 年 ５月予定（街区面積や施行期間等の変更） 

１ 区画整理事業の概要について 
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登戸土地区画整理事業等の進捗状況及び今後の取組について 
4 換地処分関係の主な取組について 

（1）事業計画の変更 

地区内の最終の測量成果を反映させることと併せて、清算金事務に対

応する期間を確保することを目的とした令和7年2月に事業計画の変

更(第 8 回)について、国に認可申請を行う予定です。なお、施行期間

については、清算金の分割納付期間(最長 10 年以内)を確保する必要

があることから、令和 18 年度末まで延伸する予定です。総事業費に

ついては増額の予定はありません。 
 
（2）換地計画の決定・換地処分から清算金事務の開始 

換地計画とは、土地の権利の移行・新たな地番・清算金の額などを定

めるもので、換地処分によって関係権利者に通知されます。 

清算金とは、従前の土地と整理後の土地との間に生じた評価の不均衡

を是正するために、徴収または交付する金銭のことを言います。清算

金により権利者間の不均衡も是正されるため、地区全体で徴収金額の

合計と交付金額の合計は同額となります。 

①換地計画について 

・換地計画案の作成   令和 7年 3 月予定 

・権利者への事前通知  令和 7 年度上半期予定 

・案の縦覧       令和 7 年度下半期予定 

・換地計画の決定    令和 8 年 3 月頃予定 
 

②換地処分について 

・換地処分通知       令和 8 年 3 月頃予定 

通知から一定期間を置いて、全ての関係権利者に到達したことを確認

した後に換地処分公告を行い、その翌日から従前の土地の権利が換地

処分後の土地に移行して、清算金の額が確定し、地番が新しくなりま

す。併せて、施行者が法務局(登記所)に登記手続きを行います。 

・換地処分公告     令和 8 年度上半期頃予定 

・清算金の額の確定通知 換地処分公告の翌日 

・町名の変更      換地処分公告の翌日 
 ※町名町界の変更については、地区内を「登戸１～３丁目」に変更する議案を、

令和 6年第 3回定例会に提出予定としております。 

・登記変更の完了      令和 8 年度下半期頃予定 

③清算金について 

清算金の確定通知後、徴収金の分割や交付金の供託等の確認事務手続

きを行い徴収・交付事務を開始します。 

・清算金徴収交付の開始  令和 8 年度下半期頃予定 

 
（1）登戸駅前地区市街地再開発事業 

・組合設立（事業計画認可）令和 6 年内予定 

・権利変換計画認可    令和 7 年度下半期予定 

・工事着手        令和 7 年度下半期予定 

・事業完了        令和 10 年度末予定 
 

（2）地区内の賑わいの創出に向けた取組 

①エリアプラットフォーム等の設立 

 ・土地区画整理事業完了後の持続的な賑わいの創出や地域交流の促進、シビックプラ
イドの醸成等を目的として、まちづくりに関わる人たちを中心としたエリアプラ
ットフォームの設立を予定しています（令和 6 年度内）。 

 ・エリアプラットフォームでは、地域内の様々な立場の関係者やプレイヤーが、地域
の資源や公共空間等を活かしたまちづくり活動を実践・マネジメントできる体制
の構築を目指していきます。 

②公共空間の利活用の促進に向けた取組 

 ・登戸２号線や登栄会商店街が「居心地良く歩きたくなるウォーカブルな通り」にな
ることを目指し、道路空間が賑わい・憩い・交流の場となるための取組を進めてい
きます。 

  

5 まちづくり事業関係の主な取組について 

  令和 6 年 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 備 考 

  6 9 12 3 6 9 12  3 6 9 12  3 6 9 12  3  

土
地
区
画
整
理
事
業 

基盤等整備                 
 

事業計画                 
第７回変更は資
金計画年度割の
軽微変更 

換地処分                 
通知受領拒否、
所在不明者対応
は公示送達にて 

清算事務                 申出により清算
金分割納付可能
（最大 10 年） 

ま
ち
づ
く
り
事
業 

登戸駅前 
再開発 

                R10 年度完成 

予定 

エリプラ                  

公共空間                 
 

 

6 スケジュール 

第 7 回変更 

第 8 回変更(街区面積、施行期間等) 

東電仮電柱抜柱⇒歩道部仕上げ舗装 基盤整備完了 

登記完了 

換地測量完了 

通知 

エリプラ設立 まちづくり体制検討 

換地処分公告 

分割・供託確認 

野川線開通 
2 号公園共用 

利活用の検討 

地域の主体的なまちづくり 

交付・徴収開始 

利活用の推進 実証実験 

組設・計画認可 

換地計画決定・処分通知 

権利変換認可、工事着工 


